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１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(注)

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員給与費とは、人件費のうち一般職職員の給料及び諸手当です。

２　職員手当には退職手当を含みません。

３　職員数については、令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含んでいません。

４　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が

含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含んでいません。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

　　（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を

100として計算した指数。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を

加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正した

ラスパイレス指数。

(補正前のラスパイレス指数×(１＋福岡市の地域手当支給割合)/(１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出。)

３　政令指定都市平均とは、政令指定都市のラスパイレス指数を単純平均したものです。

４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の

４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。

※ 令和７年４月１日のラスパイレス指数が100を超えている理由及び改善の見込み

人

16,729

千円

18,110,72066,112,716 6,940

  本市職員の給与の水準は、本市人事委員会の勧告に基づく給与改定により、市内民間給与との均衡が図られている。一方で、諸
手当等の制度については、国に準拠しており、その結果として、ラスパイレス指数が100を超えているが、今後とも人事委員会の
検討状況や国及び他の地方公共団体の動向を注視しながら、必要な見直しについて引き続き検討を行う。

千円千円

28,857,134

歳 出 額

千円 ％

Ｂ 令和５年度の人件費率

千円 千円

13.0
（13.3）

千円

113,080,570

1,608,140

　　計　　Ｂ

　１　人件費には、特別職職員の報酬、一般職職員の給料・諸手当のほか共済組合に対する事業主負担などの一切の経費を
　含みます。

※  実質収支とは、その年度の決算で、収支が赤字か黒字かを示す指標で、歳入と歳出の差引額（形式収支）から、次年度
に繰り越すべき財源（事業の繰り越しによって次年度に確保するべき財源）を差し引いた額をいいます。

　２　（ ）内は、事業費支弁に係る職員の人件費を含めた数値です。

158,243,583
（162,109,579）

平均一人当たり給与費

給 与 費

給　 料 職員手当

区　分

６ 年 度

Ａ
（参考）人 件 費 率

Ｂ／Ａ

％人

14.2
（14.6）

9,444,9631,113,379,745

人 件 費住民基本台帳人口
（令和７年１月１日）

実 質 収 支

区　分
職員数

千円

6,760

千円

一人当たり

期末・勤勉手当

（参考）政令指定都市
給与費 B/AＡ

６ 年 度

（R4.4.1）

101.7
（R4.4.1）

99.7

（R4.4.1）

98.7

（R5.4.1）

101.7 

（R5.4.1）

99.9 
（R5.4.1）

98.6 

（R6.4.1）

101.2 （R6.4.1）

99.8 

（R6.4.1）

98.6 

（R.7.4.1）

100.9 
（R.7.4.1）

99.8 
（R.7.4.1）

98.7 

90.0

95.0

100.0

105.0

福岡市 政令指定都市平均 全国市平均

（101.7）
（101.7）

（101.2）（101.8）
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(4) 給与改定の状況
①月例給

②特別給（期末・勤勉手当）

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当

及び勤勉手当の年間支給月数です。

(5) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

① 給料表の見直し

［ 実施 ］

（給料表の改定実施時期）　令和８年４月１日

② 地域手当の見直し

国基準９％に対し、福岡市においては10％を支給。

（参考）

③ その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当、特定任期付職員の期末・勤勉手当、扶養手当及び再任用職員の住居手当について、国と同様に見直しを
実施。(令和７年４月１日実施（扶養手当及び再任用職員の住居手当は令和８年４月１日実施））

各年度の支給割合

令和６年度 令和７年度 令和８年度

10%

10% 10% 10%

9% 8%

区分

国基準による
支給割合

福岡市の
支給割合

4.65 月

公務員の支給月数 年間支給月数

支　給　月　数

７ 年 度

（3.41%）

3.41 ％

人事委員会の勧告

3.62%

これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、これらの級に隣接する級間での給料月額の重なりの

区　分

解消等を実施。

（参考）

　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月
額です。

較差
Ｂ

4.65 月

民間の支給割合 勧　告

402,457 円

（注）

Ａ

4.60 月4.65 月７ 年 度

13,278 円

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表（一）において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの級

の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、

各種手当について見直しを行っている。

Ａ－Ｂ （改定月数）

3.41 ％

0.05 月

Ａ

国　の　改　定　率

Ａ－Ｂ

較差 給 与 改 定 率区　分 公務員給与

（参考）人事委員会の勧告

民間給与

Ｂ

0.05 月

勧　告

国　の　年　間

（改定率）

（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から８級までの初号近辺の号給をカットし、

389,179 円
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

①一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です（以下同じ）。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当

（期末・勤勉手当を除く。）の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

るものです（以下同じ）。

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を　　

除いたもの）で算出しています（以下同じ）。

②技能・労務職

（注）１　「清掃職員」から「守衛」までの区分は、地方公務員給与実態調査の職種区分によるものです。

２　「その他の技能・労務職員」とは、上記５職種を除く現場作業監督員、技工員などの職員です。

　参考１）職種別民間給与実態調査における平均年齢及び平均給与（令和７年４月分）

（注）令和７年に本市人事委員会及び人事院が調査した「職種別民間給与実態調査」のデータを使用しています。

区 分

320,100

政令指定都市平均

福岡県

きまって支
給する給与

-

395,098 円 

きまって支
給する給与

（国比較ベース）
職員数

327,929

380,116 円 

51.2 歳

370,134 円 

331,593

平均給与月額

386,099 円 

374,035 円 

平均給与月額

445,629

150 人 

363,435 円 

56.6 歳

36 人 

53.9 歳

352,782 円 

41.9 歳

その他技能・労務職員

80 人

- 50.9 歳-

-

守 衛

区 分

464,387 円 

412,708 円

国（人事院）

354,376 円 

-

本市（人事委員会）

294,567 円 

-

福　　　岡　　　県

平均給与月額

380,793

51.3 歳

42.9 歳-

-

367 人 

357,683 円 

369,100

345,909 円 

平均年齢

（Ａ）

393,215

414,480

平均給料月額

301,565 円

41.9 歳

359,819 円 

437,841 円 54.2 歳

313,194 円 

公 務 員

21 人 

352,330 円 

347,850 円 

333,904 円 

49.3 歳

用 務 員

清 掃 職 員

福 岡 市

60.1 歳

397,981 円 

-

福岡市 39.6 歳

区　　　　分 平均年齢 平均給料月額

426,414

（国比較ベース）
平均給与月額

平均年齢

308,004 円 

27 人 

51.2 歳

425,678

332,237

学 校 給 食 員

305,814 円 自 動 車 運 転 手

122 人 314,036 円 50.9 歳

国

376,383 円 

自家用乗用自動車運転手

守 衛

51.9 歳 315,589 円 

44.8 歳

389,944 円

337,907 円 

227 人

用 務 員 198 人

1,703 人 

調査実人員

310,739 円 

851 人 

調査実人員

41.7 歳

国

376,649 円 324,569 円 

－

政令指定都市平均

274 人 

367,343 円 

11 人 

-

平均年齢
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　参考２）対応する民間の類似職種との比較

　

　　　　　また、調査対象企業規模や調査範囲、調査時期にも違いがあります。

　　　２　年収ベースのデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　　　　期末･勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与その他特別給与額を加えた試算値です。

　　　③教育職

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

 (2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円

円  

円 円

円 円

355,414

40.2 歳

福岡市
38.7 歳

377,947

353,270

国福岡県

一般職（大卒）

252,000

高　校　卒

（上　級）

大　学　卒 252,000

（初　級）

清 掃 職 員

学 校 給 食 員

4,457,900 円

年収ベース（Ｄ）

廃 棄 物 処 理 業

民 間

( タ ク シ ー 運 転 者 を 除 く )

区分

370,134 円 他に分類されない
運 搬 ・ 清 掃 ・
包 装 等 従 事 者

(49.3 歳)

255,900 円

(43.4 歳)

1.37廃 棄 物 処 理 業

2,855,800 円

1.573,885,500 円

福岡県平均

年収ベース（Ｃ）

( タ ク シ ー 運 転 者 を 除 く )

乗用自動車運転者

（平均年齢）

全国平均

1.33

（平均年齢）

民 間

320,600 円437,841 円

357,683 円
1.40

1.71

Ａ／Ｂ

福 岡 市

(48.0 歳)

C／D

222,700 円

(44.5 歳)

464,387 円

(53.9 歳)
警 備 員

380,116 円

飲食物調理従事者

乗用自動車運転者

(54.2 歳)

参考
備 考

参考

1.83
254,200 円

福岡県平均
(50.4 歳)

福岡県平均

福岡県平均

区　　　　　　　分

用 務 員

7,056,592 円清 掃 職 員

福 岡 市

教　育　職

188,000

福岡県
高等学校教職員

小・中学校
（幼稚園）教職員
高等学校教職員

（特殊、各種、専修）

357,800

45.4 歳

守 衛

(50.9 歳)

区　　　　　　　分 区分
平均給与月額（B）

278,800 円

　　　　を除く「正規職員のみ」の状況であるのに対し、民間従業者は「アルバイト等非正規従業員」を含んだ状況であり、

飲食物調理従事者

平均給与月額（A）

用 務 員

446,478

2.21

3,388,500 円

6,083,708 円

376,617 440,383

区　　　　　　　分

一般行政職

大　学　卒

450,611

225,600

40.8 歳

平均年齢

220,000

409,143

自 動 車 運 転 手
(60.1 歳) (60.9 歳)

1.58

42.5 歳

－

5,850,496 円

　　　　取りまとめたもの（令和４年度～令和６年度の３ヵ年平均）を使用しておりますが、福岡市職員が会計年度任用職員を

区　　　　　　　分

7,405,444 円

自 動 車 運 転 手 5,978,492 円

（注）１　民間従業者のデータは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査（賃金センサス）」のデータを総務省が

警 備 員

2.09

守 衛

1.73

他に分類されない
運 搬 ・ 清 掃 ・
包 装 等 従 事 者

学 校 給 食 員

        具体的な業務内容、経験年数、雇用形態等において完全に一致しているものではありません。

3,355,000 円

417,980

総合職（大卒）

小・中学校
（幼稚園）教職員

平均給料月額 平均給与月額

高等学校教職員
（特殊、各種、専修）

政令指定
都市平均

371,32342.7 歳

円
230,000

188,000

429,590

福岡市

円

円220,000

技能・労務職（労務職員）

円194,500

小・中学校
（幼稚園）教職員

185,700

円
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　福岡市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

      ３　「構成比」は小数点第２位を四捨五入したものであり、その内訳の計は100％とならない場合があります。

  

（注） 「構成比」は小数点第２位を四捨五入したものであり、その内訳の計は100％とならない場合があります。

413,855

325,040

441,413

432,240

369,837大　学　卒

経験年数30年経験年数25年

352,700 円

19.5 ％

23.3 ％ 272,600 円

502,300 円

1,153 人

1,412 人

7.2 ％

0.6 ％

主　　　任

課　　　長

289,938

100 ％

７　級

540,900 円

５　級

４　級

438,800 円

総括主任

係　　　長

250,000 円

434 人

一般行政職の構成比の推移

6,067 人

400,672285,977

300,906

区　　　　　　　分 経験年数10年

局　　　長８　級

計

35 人

２　級

６　級

１　級

338,683

360,640

236,800 円

係　　　員

251 人係　　　員 4.1 ％

最高号給の
給料月額

教　育　職

区分

322,000 円

430,300 円

469,100 円

285,900 円

技 能 ・ 労 務 職

一般行政職

24.5 ％

３　級

394,820334,125

244,288高　校　卒

経験年数20年

1.9 ％

大　学　卒

標 準 的 な 職 務 内 容

382,700 円

１号給の
給料月額

181,400 円

19.0 ％

構 成 比

-

386,107

113 人部　　　長

196,500 円

職 員 数

1,184 人

230,400 円

1,485 人

385,700 円

１級

4.1%

１級

3.9%

１級

4.1%

２級

24.5%

２級

25.0%
２級

22.0%

３級

19.0%

３級

18.1% ３級

18.0%

４級

19.5%
４級

19.9%
４級

22.0%

５級

23.3%

５級

23.2%
５級

24.2%

６級

7.2%

６級

7.3%

６級

7.4%

７級

1.9%

７級

2.0%

７級

1.7%

８級

0.6%

８級

0.6%

８級

0.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (2) 国との給料表カーブ比較表（国：行政職（一） 福岡市：行政職(1)）（令和７年４月１日現在）

 (3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（福岡市）

イ．　人事評価を活用している ○

令和６年度中における運用

○

　　上位、標準、下位の区分

○　　上位、標準の区分

　　標準、下位の区分

　　標準の区分のみ（一律）

ロ．　人事評価を活用していない

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

活用している昇給区分

○

昇給可能
な区分

○ ○

　　　　活用予定時期

一般職員管理職員

1000

2000

3000

4000

5000

6000

市１級

市２級

市３級

市４級

市５級

市６級

市７級

市８級

国10級
福岡市（R７）

国家公務員（R７)

給

料

月

額

昇 給

国９級

国８級

国７級
国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

（百円）
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

( )月分 ( )月分 ( )月分 ( )月分 ( )月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算 ５～20％ ・ 役職加算 ５～20％ ・ 役職加算 ５～20％

・ 管理職加算 管理職手当の1/2～2/2 ・ 管理職加算 10～25％ ・ 管理職加算 10～25％

（注）　支給割合は、管理職（課長以上）の職員を除くものです。また、(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　　　

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（福岡市）

 (2) 退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　　応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　   自己都合 　　応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

調整率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83.7/100 調整率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83.7/100

その他の加算措置 その他の加算措置

自己都合 応募認定・定年

１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額（自己都合及び応募認定・定年の平均額）

　傷病・死亡による退職は含みません。

２　「応募認定・定年」のうち、「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後のその者の非違によることな

　退職した場合を含む。

 (3) 地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を

　　　比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋福岡市の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）

　　　により算出。）

2.102.10

福岡市

　　標準、下位の成績率

イ．　人事評価を活用している

管理職員

活用している成績率

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

１人当たり平均支給額 5,145千円

支給実績（令和６年度決算）

　　標準の成績率のみ（一律）

国

24.586875

47.709

47.709

28.0395

一般職員

○○ ○　　上位、標準、下位の成績率

　　上位、標準の成績率

1.00

―

令和６年度中における運用

2.10

1.001.40

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,720

1.40

2.50

○

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

○

2.50

国

1,731

福岡県

支給可能
な成績率

1.00

20

国の制度（支給率）

1616

407,846

2.50

1.40 )月分（

○

福岡市

39.7575

47.709

28.0395 33.27075

19.6695 24.586875

47.709

19.6695

33.27075

47.709

39.7575

47.709

　　　　活用予定時期

16

10 9

支 給 対 象 職 員 数

101.8
（100.9）

7,192,669

定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）

22,086千円

8

ロ．　人事評価を活用していない

支給対象地域等

東京事務所等に勤務する職員

医療職給料表（１）適用職員

上記以外の職員

支給割合が国の制度による支
給割合を上回る場合、その理
由

令和７年人事委員会報告（国及び他の地方公共団体の動向並びに本市の実
情を勘案し、給与制度のアップデートを図っていく必要がある。）を踏まえ、対
応を検討中

支給率

20

16,730

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）
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 (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

支給実績（令和６年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 　％

手当の種類（手当数）

手当の名称等

企

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現

　　　在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短

　　　時間勤務職員を含む。

 (6) その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

住 居 手 当

　扶養親族のある職員に支給
される手当で、扶養親族１人
につき3,500円から11,500円を
支給（満16歳の年度初めから
満22歳の年度末までの子１人
に付き月額5,600円を加算）

単身赴任手当

　公署を異にする異動等に伴
い、住居を移転し、やむを得
ない事情により配偶者等と別
居し、単身で生活することを
常況とする職員で、距離制限
を満たすもの等に月額30,000
円を支給（職員の住居と配偶
者等の住居との間の交通距
離が100㎞以上である職員に
あっては、その額に、70,000
円以内で距離に応じた一定
額を加算）

　自ら居住するため住宅を借
り受け、月額16,000円を超え
る家賃を支払っている職員に
月額28,000円を限度に支給

3,102,873千円－

314,563－

支給職員１人当たり

272,690

1,961,770

1,671,705 千円

千円

24

698,337

支給実績（令和６年度決算）

 支給額が
 異なる

55,076

支給実績
国の制度と
異なる内容

内容及び支給単価

30.9

5,730

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

支給実績（令和５年度決算）

－

418

139,926

563,607

 支給要件
 等が異なる

1,700,599 千円

千円

3,031,431

127,934

別表一覧表のとおり

3,179,238

同じ

通 勤 手 当

　通勤距離が片道2㎞以上で
ある職員で、交通機関を利用
する職員については55,000円
を上限に支給、交通用具を使
用する職員については、その
使用距離に応じて2,000～
31,600円を支給

同じ

異なる

398

扶 養 手 当

初任給調整手当

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

手　当　名
国の制度
との異同

　新たに医師として採用され
た職員のうち、規則で定める
職員に対して、月額309,200
円以内の額を採用の日から35
年以内の間、採用後一定期
間経過後１年ごとにその額を
減じて支給

同　じ

異なる
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円

円

円

円

円

管理職員特別

　小学校、中学校、特別支援
学校及び高等学校に勤務す
る教育職員に対して、その者
の職務の級及び号給に対応
する月額2,000円～8,000円を
支給

義 務 教 育 等

管 理 職 手 当

　管理又は監督の地位にある
職員に支給される手当
・局長級  一種　130,000円
・局長級  二種　120,000円
・局長級  三種　110,000円
・部長級　100,000円
・課長級　  82,000円

内容及び支給単価手　当　名 支給実績

産 業 教 育 手 当

異なる

　正規の勤務時間として、午
後10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務する職員に対し
て、勤務１時間当たりの給与
額×25/100を支給

　管理又は監督の地位にある
職員が、週休日等又は平日
深夜等（午前零時から午前５
時までの間）に、臨時又は緊
急の必要その他公務の必要
により規則で定める勤務に１
時間以上従事した場合に、従
事時間に応じた額を支給
・局長級 6,000～18,000円
・部長級 5,000～15,000円
・課長級 4,250～12,750円

　宿日直勤務または日直勤務
を命ぜられた職員に対して、
勤務１回につき6,000円を支
給（勤務時間が５時間未満の
場合は半額を支給）

異なる

同　じ夜間勤務手当 －

勤 務 手 当

宿 日 直 手 当

12,241

千円

へき地手当

　交通条件及び自然的、経済
的、文化的諸条件に恵まれな
い山間地、離島その他の地域
に所在するへき地等学校に
勤務する教職員に対して、
（給料＋扶養手当）×級地区
分別支給割合－地域手当を
支給

・級地区分別支給割合
　8/100～25/100

- -

　工業に関する課程を置く高
等学校の教育職員が、実習を
伴う工業に関する科目を担任
する場合に、その者に対し
て、給料月額×100分の5を支
給

－ － 11,179

360,029

－

千円 169,594

479,287 54,236－

国の制度

異なる

 支給額が
 異なる

千円 136,121

千円

千円 463,671

国の制度と 支給職員１人当たり

千円
 支給額が
 異なる

1,059,119

円

127,024

3,557 千円
 支給額が
 異なる

95,277

円
準ずる手当

休日勤務手当

　休日（国民の祝日に関する
法律に規定する休日）及び12
月29日から1月3日までの日
（祝日法による休日を除く）ま
たは代休日などに、正規の勤
務時間中に勤務を命ぜられた
職員に対して、勤務１時間当
たりの給与額×135/100を支
給

同　じ － 523,987

職 員 特 別 手 当

円

へき地手当に

　へき地等学校に勤務するた
めに住居を移転した教職員に
対して、（給料＋扶養手当）×
支給率
・支給率
　異動後５年間　4/100
　その後１年間　2/100

- - 5,427

千円

228,143

千円

104,418

862,650

5,830

円
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別表　特殊勤務手当一覧

手当の名称 主 な 支 給 対 象 職 員 主　な　支  給  対  象  業  務
支給実績

（R6年度決算）
左記職員に対する支給単価

国保手当 区役所保険年金課等に勤務する職員 国民健康保険又は国民年金に関する事務 14,043千円
徴収：10,100円

その他：4,000円
（月額）

航空法に規定する操縦士の資格を有す
る職員

ヘリコプターの操縦の業務 5,152千円 月額　86,000円

航空法に規定する一等航空整備士の
資格を有する職員

ヘリコプターの整備の業務 1,350千円 月額　25,000円

航空法に規定する二等航空整備士又
は一等航空運航整備士の資格を有する
職員

ヘリコプターの整備の業務 150千円 月額　12,500円

環境局産業廃棄物指導課、区役所生活
環境課等に勤務する職員

清掃指導の業務 437千円 日額　 300円

食品衛生検査所等に勤務する職員 食品衛生監視の業務 665千円 日額 　190円

区役所衛生課等に勤務する職員 環境衛生監視の業務 187千円 日額 　190円

経済観光文化局政策調整課事業調整
係に勤務する職員

計量取締りの業務 1千円 日額 　130円

保健医療局保健予防課等に勤務する
職員

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基
づく調査、診察の立会い又は移送の業務

247千円 日額 　400円

右記の業務に従事する職員
放射線室でエックス線その他の放射線の照射業
務

90千円 日額 　210円

保健医療局保健科学課等に勤務する
職員

病理細菌検査業務 984千円 日額　 170円

保健医療局保健科学課等に勤務する
職員

毒物及び劇物取締法に定める劇毒物を使用する
業務

1,396千円 日額 　210円

保健医療局保健予防課等に勤務する
職員

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律に基づき感染症の病原体に汚染され
又は汚染された疑いがある物件の処理作業を行う
業務

1千円
１類感染症：800円

その他：210円
（日額）

右記の業務に従事する職員 と畜場法に基づく獣畜の検査業務 1,714千円 日額　 600円

動物の飼育業務 1,642千円
その他：300円

（日額）

園内の清掃、汚物処理又は獣舎等の修理作業 401千円 日額　 300円

中部汚泥再生処理センターに勤務する
職員

し尿が付着した機器等の維持補修業務 0千円 日額 　440円

ごみが付着した機器等の維持補修業務及び工場
の炉室内における作業

日額 　460円

投棄場におけるゴミ搬入の指導等の業務 日額 　460円

ごみの処理作業 3,363千円 日額　510円

動物取扱業務
手当
（動物取扱業務
等手当）

動物園に勤務する職員

衛生検査等手
当
（防疫作業手
当）

看護手当
区役所保健福祉センター健康課に勤務
する看護師及び助産師

－ 124千円

314千円清掃手当

工場、埋立場等に勤務する職員

ヘリコプター
従事者手当

指導監視等手
当

月額　1,500円

福祉手当

こども総合相談センター、障がい者更正
相談所、区役所福祉・介護保険課、地
域保健福祉課、保護課等に勤務する職
員

社会福祉を目的とする法律に基づく業務 88,525千円

児童福祉司等：20,000円
行旅病人の保護：10,300円

保護課等：10,100円
その他：4,000円

（月額）

税務手当
区役所課税課、納税課等に勤務する職
員

税務事務 39,285千円

徴収：10,100円
調査：7,000円
事務：4,000円

　（月額）
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手当の名称 主 な 支 給 対 象 職 員 主　な　支  給  対  象  業  務
支給実績

（R6年度決算）
左記職員に対する支給単価

住宅都市局地域計画課、都心事業推進
課に勤務する職員等

土地区画整理事業又は市街地再開発事業のた
め、在勤公署以外の場所で行う土地等の権利者と
の折衝業務

0千円 日額　 230円

右記の業務に従事する職員
無断建築物の除却のための、在勤公署以外の場
所で行う折衝業務

0千円 日額　 230円

道路下水道局用地部等に勤務する職
員

公共の利益となる事業に必要な土地の取得等の
ため、在勤公署以外の場所で行う当該権利者との
折衝業務

0千円 日額 　170円

右記の業務に従事する職員
行政代執行法又は土地区画整理法に基づく建築
物の除却作業

0千円 日額　 400円

住宅都市局住宅運営課に勤務する職
員

在勤公署以外の場所で行う市営住宅の家賃滞納
者等に対する明渡し等の折衝業務

0千円 日額　 230円

徴収手当
住宅都市局住宅運営課、道路下水道局
下水道料金課等に勤務する職員

在勤公署以外の場所で行う使用料等の徴収業務 0千円 日額　 350円

右記の業務に従事する職員 高圧電気施設の維持補修業務 0千円 日額　 210円

右記の業務に従事する職員
地上10メートル以上の足場の不安定な場所で行う
営繕工事の監督、建築審査又は工事の検査の業
務

1千円 日額　 240円

農林水産局森づくり推進課に勤務する
職員

林道の開設のために特に劣悪な自然環境の場所
で行う調査、測量又は監督の業務

0千円 日額 　210円

規則で定める道路上で、交通を遮断することなく
行う道路の維持修繕の作業又は測量の業務

37千円 日額 　190円

水上における漁場造成作業の立会業務 0千円 日額　 170円

自動車航送船の運航業務 281千円 日額　  90円

マンホール内における下水道の調査又は検査の
業務

13千円 日額　 210円

規則で定める気象条件における屋外強行作業 27千円 日額 　240円

災害対策業務
手当

右記の業務に従事する職員
異常な自然現象により災害が発生し、又は発生す
るおそれがある状況における災害対策業務

147千円
日額　 1,080円

※著しく危険な区域の場合
日額　2,160円

航海手当 船舶に乗り組む職員 航海業務 10,549千円
港域内：50円

港域外：200円
　　　（単位）

文化財発掘調
査手当

経済観光文化局文化財活用部又は博
物館に勤務する文化財専門職員

屋外における文化財発掘調査に関する業務 436千円 日額　 300円

救助隊の業務 3,830千円 勤務１回につき　　260円

消防航空隊の業務 197千円 勤務１回につき　　140円

はしご隊の業務 1,834千円 勤務１回につき　　140円

指令管制の業務 848千円 勤務１回につき　　160円

救急隊の業務（救急救命士又は看護師の資格を
有する職員が行うものに限る。）

1,441千円 業務１回につき　　640円

消防艇の運航管理業務（一級小型船舶操縦士の
免許を有する職員が行うものに限る。）

278千円 勤務１回につき　　200円

緊急自動車（消防局長が定めるもの）の運行管理
業務（機関担当業務を命じられた職員が行うもの
に限る。）

5,871千円

勤務１回につき
大型：220円
中型：180円

その他：130円

潜水用具を着用して行う潜水作業 84千円 作業１回につき　　180円

緊急出動して救急業務に従事した場合（救急救
命士又は看護師の資格を有する職員が行うものに
限る。）

44,698千円 業務１回につき　300円

ヘリコプター
搭乗手当

ヘリコプターに乗り組むことを本務とする
職員

ヘリコプターに搭乗して行う、災害防除業務 2,707千円
搭乗時間１時間につき

空中機外活動：1,510円
その他：600円

消防業務従事
手当

消防局に勤務する職員

緊急出動による救急業務及び災害防除業務 40,652千円

業務１回につき
救急業務：170円

災害防除業務
（海上）：400円

(その他)：320円

用地等折衝業
務手当

危険作業手当 区役所地域整備課又は維持管理課等
に勤務する職員

右記の業務に従事する職員
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手当の名称 主 な 支 給 対 象 職 員 主　な　支  給  対  象  業  務
支給実績

（R6年度決算）
左記職員に対する支給単価

緊急消防援助
等業務手当

右記の業務に従事する職員 緊急消防援助隊として行う業務 0千円
日額　1,080円

※著しく危険な区域の場合
日額　2,160円

夜間業務
正規の勤務時間による勤務の一部又は
全部が深夜に割り振られた職員

現に当該深夜に業務に従事した場合 71,946千円

深夜の全部：1,100円
２時間以上：730円
２時間未満：520円

（回額）

特殊車両運転
業務手当

代行運転手として自動車管理事務所に
登録している職員

市長が定める特殊車両の運転業務（14キロメート
ル以上）

0千円
20キロ未満：110円
20キロ以上：170円

　　　　（日額）

教育業務連絡
指導手当
（主任手当）

小学校、中学校、特別支援学校又は高
等学校に勤務する指導教諭又は教諭の
うち、教務その他の教育に関する業務
についての連絡調整及び指導助言に
当たる主任等でその職務が困難である
として教育委員会が定めるものの職務を
担当する指導教諭又は教諭

小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の
指導教諭又は教諭のうち、教務その他の教育に
関する業務について連絡調整及び指導助言に当
たる主任等でその職務が困難であるとして、教育
委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭
又は教諭が、当該担当に係る業務に従事した場
合

1,439千円 日額　 200円

多額年学級担
当手当

小学校又は中学校に勤務する主幹教
諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師

小学校又は中学校に勤務する主幹教諭、指導教
諭、教諭、助教諭及び講師のうち、２の学年の児
童又は生徒で編制されている学級を担当するもの
が当該学級における授業又は指導に従事した場
合

0千円 日額　290円

夜間中学業務
手当

夜間その他特別な時間において授業を行う学校
に勤務する職員のうち教育委員会の定めるもの
が、当該学校に係る教育、養護、校務の整理等の
業務に従事した場合

0千円
日額　1,600円

※従事時間が３H未満は、半額

非常災害時における生徒等の保護又は緊急の防
災若しくは復旧の業務（学校の管理下において行
う緊急業務に限る。）

0千円 日額　8,000円

被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著し
い負担を与えると教育委員会が認める業務に従
事した場合

16千円 日額　16,000円

生徒等の負傷、病気等に伴う救急の業務（学校の
管理下において行う緊急業務に限る）

0千円 日額　7,500円

生徒等に対する緊急補導業務（学校の管理下に
おいて行う緊急業務に限る。）

0千円 日額　7,500円

修学旅行、林間学校、臨海学校等（学校が計画
し、実施するものに限る。）において生徒等を引率
して行う指導業務で泊を伴うもの

1,403千円 日額　5,100円

教育委員会が定める対外運動競技等において生
徒等を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの
又は勤務を要しない日、休日、代休日に行うもの

4,973千円 日額　5,100円

入学試験における受験生の監督、採点又は合否
判定の業務

0千円 日額　 900円

学校の管理下において行われる部活動（正規の
教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をい
う。）における生徒等に対する指導業務で勤務を
要しない日、休日、代休日等に行うもの

14,226千円 日額　2,700円

教員特殊業務
手当

教育職員のうちその職務の級が教育職
給料表(1)、(3)若しくは(4)の1級、２級若
しくは３級のもの
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

（算定方式） （１期の手当額）

給料月額×在職月数×0.48 2,995万2,000円

給料月額×在職月数×0.365 1,822万   800円

(注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）

　　 勤めた場合における退職手当の見込額です。

期
末
手
当

議 員

議 員

退
職
手
当

報

酬

給

料

市 長

副 市 長

市 長

副 市 長

市 長

地

域

手

当

区 分

副 市 長

500,000

841,500

1,599,000

1,040,000 1,285,000

（参考）政令指定都市における最高／最低額（減額含む）

給 料 月 額 等

1,300,000

任期毎

　（令和６年度支給割合）

　（令和６年度支給割合）

3.40

3.40

（支給時期）

10 ％

市 長

880,000

1,179,000

648,000

1,061,000

953,000

707,000

786,0001,060,000

副 議 長 970,000

議 長

議 長

副 市 長

副 議 長
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６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

＜参考＞

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

２　[     ]内は、条例定数の合計です。

合　　計
18,483 18,916 433

人口１万当たり職員数 117.63

18,216 18,604 388

小　計 1,754 1,746 △ 8

その他 451 417 △ 34

下水道 261 268 7

交　通 547 567 20

公
営
企
業
等
会
計
部
門

小　計 16,729 17,170 441

＜参考＞

人口１万当たり職員数

水　道 495 494 △ 1

106.77

（類似団体の人口１万当たり職員数

消防部門 1,152 1,165 13
消防出張所の体制整備 12

115.34

小学校給食調理等業務の民間委託 △ 13教育部門 9,582 9,870 288

学級数の増加等に伴う教職員の増員 303

学校環境整備業務の体制見直し △ 13

（類似団体の人口１万当たり職員数 46.75

衛　　生 881 882 1

民　　生 1,413 1,532 119 清掃工場施設運営業務の民間委託 △ 2

土　　木 1,262 1,273 11 公立保育所清掃業務の民間委託 △ 4

計 5,995 6,135 140

＜参考＞

人口１万当たり職員数 38.15

0 みどり豊かなまちづくりの推進 6

△ 21 防災機能の強化 7

商　　工 172 183 11 多文化共生の推進 5

農林水産 122 118 △ 4 福祉の総合相談窓口の全区展開 6

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 39 38 △ 1 基準改正等に伴う保育士の増員 11

総　　務 1,523 1,547 24 国勢調査の実施 7

労　　働 2 2

税　　務 581 560

区　分 職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
部　門 令和６年 令和７年

][ [ [] ]][ ][ ][ ][ ][ ][
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

　

(3) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

13.5%

△ 25 △ 1.4%

総 合 計 16,672 17,478 17,719 18,143 18,483 18,916 2,244

17,170 2,269 15.2%

公営企業等会計計 1,771 1,813 1,815 1,821 1,754 1,746

普 通 会 計 計 14,901 15,665 15,904 16,322 16,729

消 防 1,120 1,136 1,143 1,128 1,152 1,165 45 4.0%

教 育 8,169 8,844 9,019 9,349 9,582 9,870 1,701 20.8%

増 減 数 （ 率 ）

一 般 行 政 5,612 5,685 5,742 5,845 5,995 6,135 523 9.3%

18,916

年　度
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

過去５年間の

1,711 1,676 1,607 1,377 1,316 1,039113 1,321 2,334 2,260 2,073 2,089

部 門 別

職員数
人 人 人 人 人 人 人

39歳 43歳

区　分 計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

人 人 人 人 人 人

以上47歳 51歳 55歳 59歳

60歳～ ～ ～ ～ ～ ～ ～36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 ～ ～ ～

0

2

4

6

8

10

12

14
構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

(1) 水道事業（工業用水道事業を含む）

① 職員給与費の状況

【決算】

　（参考）

（注）1　資本勘定支弁職員に係る職員給与費898,304千円を含まない。

2　職員給与費には、退職給付費、法定福利費を含みます。

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

２　職員数については、令和7年3月31日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び

定年前再任用短時間勤務職員を含ますが、会計年度任用職員を含みません。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費を

含みますが、会計年度任用職員の給与費は含みません。

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和６年度支給割合） （令和６度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

( )月分 ( )月分 ( )月分 ( )月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算 ５～20％ ・ 役職加算 ５～20％

・ 管理職加算 管理職手当の1/2～2/2 ・ 管理職加算 管理職手当の1/2～2/2

（注）　支給割合は、管理職（課長級以上）の職員を除くものです。また、(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

1.40 1.00 1.40 1.00

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,192 1,720

2.50 2.10 2.50 2.10

6,856

政令指定都市平均 46.7 372,932 571,086

水道事業 福岡市（一般行政職）

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

水 道 事 業 38.6 355,518 519,577

（参考）政令指定都市

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 平均一人当たり給与費

千円 千円

区　分
職員数 給 与 費 一人当たり

６年度
人 千円 千円 千円 千円

494 1,851,949 629,351 589,030 3,070,330 6,215

５年度の総費用に占

Ｂ　 Ｂ／Ａ める職員給与費比率

６年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

区　分
総費用

Ａ

純損益
又は

実質収支

職員給与費 総費用に占める
職員給与費比率

31,382,626 6,428,617 3,325,220 10.6% 10.3
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イ 退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　

１　退職手当の１人当たり平均支給額は、６年度に退職した職員に支給された平均額（自己都合及び定年・勧奨の
　　平均額）です。傷病・死亡による退職は含みません。
２　「応募認定・定年」のうち、「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後のその者の非違

によることなく退職した場合を含みます。

ウ 地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

エ 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

0 千円 日額　　240円

有害物取扱手当
各浄水場又は水道水質センターに勤
務する職員

毒物又は劇物等を取扱う業務 1,154 千円 日額　　210円

道路上で交通を遮断することな
く行う水道施設の新設作業、維
持作業、修理作業又は測量の
業務

0 千円 日額　　190円

右記の業務に従事する職員 水上又は水中の作業 10 千円 日額　　170円

危険作業手当

右記の業務に従事する職員
高圧電気施設の維持補修業務
（取付、故障箇所の調査、修理
及び修理の立会い）

0 千円 日額　　210円

右記の業務に従事する職員
地上１０メートル以上の足場の
不安定な場所で行う工事の作
業又は監督・検査等の業務

0 千円 日額　　240円

各管整備課又は水管理課等に勤務す
る職員

右記の業務に従事する職員
管理者が定める気象条件にお
ける屋外強行作業

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（６年度決算）
左記職員に対
する支給単価

特殊現場勤務手当
南畑水源事務所分室に勤務する職員 － 125 千円 月額　5,200円

瑞梅寺浄水場に勤務する職員 － 680 千円 月額　3,200円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 55,342

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 26.3

手当の種類（手当数） 6

水道局企業職給料表適用職員 10 455 10

支給実績（令和６年度決算） 7,194

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 393,543

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給割合）

定年前早期退職特例措置（２％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）

16,889 5,145千円 22,086千円

支給実績（令和６年度決算） 194,410

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

水道事業 福岡市（一般行政職）
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オ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

 　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務

 　　職員を含みます。

カ その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円307,235住 居 手 当

　自ら居住するため住宅を借り
受け、月額16,000円を超える
家賃を支払っている職員に月
額28,000円を限度に支給

同　じ － 61,754 千円

との異同 異なる内容 （６年度決算）

扶 養 手 当

　扶養親族のある職員に支給
される手当で、扶養親族１人に
つき3,500円から11,500円を支
給（満16歳の年度初めから満
22歳の年度末までの子１人に
つき月額5,600円を加算）

同　じ － 54,275 千円 260,935

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政 一般行政職

支給実績
支給職員１人当たり

職の制度 の 制 度 と 平均支給年額
（６年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 425

支給実績（５年度決算） 211,114

職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 473

夜間業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又
は全部が深夜に割り振られた職員

現に当該深夜に業務に従事し
た場合

5,093 千円

深夜の全部：1,100円
２時間以上：730円
２時間未満：520円

　（回額）

支給実績（６年度決算） 189,009

右記の業務に従事する職員
特殊車両の運転業務（20キロ
メートル以上）

0 千円 日額　　170円

災害対策業務手当 右記の業務に従事する職員
異常な自然現象により災害が発
生し、又は発生するおそれがあ
る状況における災害対策業務

0 千円 日額　　350円

特別作業手当

右記の業務に従事する職員
在勤公署以外の場所での水道
料金の未納整理及び停水処分
の業務

109 千円 日額　　350円

右記の業務に従事する職員 水道メーターの点検業務 0 千円 日額　　260円

右記の業務に従事する職員
特殊車両の運転業務（14キロ
メートル以上20キロメートル未
満）

0 千円 日額　　110円

活性炭を取り扱う作業 23 千円 日額　　170円

右記の業務に従事する職員
在勤公署以外の場所での水道
施設の新設、維持又は修理の
作業

0 千円 日額　　170円

浄水場に勤務する職員

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（６年度決算）
左記職員に対
する支給単価

右記の業務に従事する職員
事業の用に供する土地取得等
のための在勤公署以外の場所
で当該権利者との折衝業務

0 千円 日額　　170円
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円

円

円

円

円

円

- 円
職 員 業 績 手 当

特 定 任 期 付
採用時に期待されていた業績
を超えて特に顕著な業績を挙
げた職員に対して給料月額相
当額を支給（年1回）

同　じ － - 千円

円
勤 務 手 当

管 理 職 手 当

　管理又は監督の地位にある
職員に支給される手当
・局長級 　　　 110,000円
・部長級　　　　100,000円
・課長級　　　　  82,000円

同　じ － 34,918 千円 1,027,010

-

管 理 職 員 特 別

　管理又は監督の地位にある
職員が、週休日又は平日深夜
等（午前零時から午前５時まで
の間）に、臨時又は緊急の必
要その他公務の必要により管
理者が定める勤務に１時間以
上従事した場合に、従事時間
に応じた額を支給
・局長級　6,000～18,000円
・部長級　5,000～15,000円
・課長級　4,250～12,750円

同　じ － 103 千円 11,444

宿 日 直 手 当

　宿日直勤務または日直勤務
を命ぜられた職員に対して、勤
務１回につき6,000円を支給
（勤務時間が５時間未満の場
合は半額を支給）

同　じ － - 千円

178,334

夜 間 勤 務 手 当

　正規の勤務時間として、午後
10時から翌日の午前5時までの
間に勤務する職員に対して、
勤務１時間当たりの給与額×
25/100を支給

同　じ － 13,055 千円 157,284

休 日 勤 務 手 当

　休日（国民の祝日に関する法
律に規定する休日）及び12月
29日から1月3日までの日（祝
日法による休日を除く）または
代休日などに、正規の勤務時
間中に勤務を命ぜられた職員
に対して、勤務１時間当たりの
給与額×135/100を支給

同　じ － 22,113 千円

237,684

単 身 赴 任 手 当

　公署を異にする異動等に伴
い、住居を移転し、やむを得な
い事情により配偶者等と別居
し、単身で生活することを常況
とする職員で、距離制限を満た
すもの等に月額30,000円を支
給（職員の住居と配偶者等の
住居との間の交通距離が100
㎞以上である職員にあっては、
その額に、70,000円以内で距
離に応じた一定額を加算）

同　じ － - 千円 -

（６年度決算）
との異同 異なる内容 （６年度決算）

通 勤 手 当

　通勤距離が片道2㎞以上で
ある職員で、交通機関を利用
する職員については55,000円
を上限に支給、交通用具を使
用する職員については、その
使用距離に応じて2,000～
31,600円を支給

同　じ － 74,633 千円

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政 一般行政職

支給実績
支給職員１人当たり

職の制度 の 制 度 と 平均支給年額

19



　(2)　交通事業

  　① 職員給与費の状況

【決算】

　（参考）

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費293,842千円を含みません。

　　　２　職員給与費には、退職給付費、法定福利費を含みます。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数については、令和7年3月31日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員

　　　　　　（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含みますが、会計年度任用職員を含みません。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の

　　　　給与費を含みますが、会計年度任用職員の給与費は含みません。

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

（うち鉄軌道事業運転手）

（注）年収ベース（Ｃ）のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　　期末･勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与その他特別給与額を加えた試算値です。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

( )月分 ( )月分 ( )月分 ( )月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算 ５～20％ ・ 役職加算 ５～20％

・ 管理職加算 管理職手当の1/2～2/2 ・ 管理職加算

（注）　支給割合は、管理職（課長以上）の職員を除くものです。また、(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

5年度の総費用に占

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

６年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

区　分
総費用

Ａ

純損益
又は

実質収支

職員給与費 総費用に占める
職員給与費比率

31,860,798 9,316,495 5,169,908 16.2 15.8%

区　分
職員数 給 与 費 一人当たり

６年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円

659 2,305,648 981,404 969,736 4,256,788 6,459

（参考）政令指定都市

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　B/A 平均一人当たり給与費

千円 千円

7,141

政令指定都市平均 45.5 354,427 600,971

区　　　　　　　分

公務員 民間

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

交 通 事 業 43.3 357,517 588,823

参考

平均年齢 職員数 基本給
平均月収額

（Ａ）
対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均月収額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

41.9 歳 416,000 円 1.40

政令指定都市平均 45.5 歳 － 354,427 円 600,971 円 － －

福岡市 45.2 歳 106 人 349,161 円 581,956 円 電車運転手

福岡市 6,983,472 円 4,992,000 円 1.40

交通事業 福岡市（一般行政職）

－ －

区　　　　　　　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
Ｃ/Ｄ

（Ｃ） （Ｄ）

1.40 1.00 1.40 1.00

管理職手当の1/2～2/2

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,458 1,720

2.50 2.10 2.50 2.10

20



イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　　応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　

１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額（自己都合及び定年・勧奨の
　平均額）です。傷病・死亡による退職は含みません。
２　「応募認定・定年」のうち、「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後のその者の非違に
　よることなく退職した場合を含みます。

ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

交通事業 福岡市

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

支給実績（６年度決算） 240,289

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 347,773

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給割合）

定年前早期退職特例措置（２％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）

17,886千円 １人当たり平均支給額 5,145千円 22,086千円

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 51,081

職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度） 62.6

手当の種類（手当数） 5

 交通局企業職給料表 10 659 10

支給実績（６年度決算） 23,446

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（６年度決算）
左記職員に対
する支給単価

特殊車両運転業務手当 車両工場に勤務する職員
管理者が定める特殊車両の運
転業務（14キロメートル以上）

1 千円
20㎞未満：110円
20㎞以上：170円

（日額）

交流300ボルト以上又は直流
750ボルト以上の電圧である回
路を有する電気施設の維持補
修業務

- 日額　　210円

右記の業務に従事する職員
管理者が定める気象条件にお
ける屋外作業

- 日額　　240円

危険作業手当

右記の業務に従事する職員

地上10メートル以上の足場の
不安定な箇所における作業又
は深層４メートル以上の深所に
おける掘削作業の工事の監督
又は検査の業務

- 日額　　240円

右記の業務に従事する職員

深層４メートル以上の深所のず
い道内（掘削作業現場に限
る。）における駅舎の建設工事
及び電路、軌道等の設備の取
付工事の監督又は検査の業務
等

- 日額　　150円

右記の業務に従事する職員

右記の業務に従事する職員

列車が走行している地下及び
車両基地等における保線業
務、電気保守業務及び車両の
検査又は修繕業務

934 千円 日額　　370円

用地折衝業務手当 右記の業務に従事する職員

事業の用に供する土地の取得
等のため勤務する事業所以外
の場所で行う当該権利者との
折衝業務

- 日額　　170円
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

 　　　 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

 　 　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務

  　　職員を含みます。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）  

円

円

円

円

22,512 千円

深夜の全部：1,100
円

２時間以上：730円
２時間未満：520円

（回額）

支給実績（６年度決算） 450,603

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（６年度決算）
左記職員に対
する支給単価

災害対策業務手当 右記の業務に従事する職員

異常な自然現象により災害が
発生し、又は発生するおそれが
ある状況における災害対策業
務

- 日額　　350円

職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 713

支給実績（５年度決算） 418,513

職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 671

変則勤務手当
正規の勤務時間による勤務の一部又
は全部が深夜に割り振られた職員

現に当該深夜に業務に従事し
た場合

との異同 異なる内容 （６年度決算）

扶 養 手 当

　扶養親族のある職員に支
給される手当で、扶養親族１
人につき3,500円から11,500
円を支給（満16歳の年度初
めから満22歳の年度末まで
の子１人に付き月額5,600円
を加算）

同　じ － 69,729 千円 246,394

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政 一般行政職

支給実績
支給職員１人当たり

職の制度 の 制 度 と 平均支給年額
（６年度決算）

282,413

通 勤 手 当

　通勤距離が片道2㎞以上で
ある職員で、交通機関を利
用する職員については
55,000円を上限に支給、交
通用具を使用する職員につ
いては、その使用距離に応
じて2,000～31,600円を支給

同　じ － 95,847 千円 152,867

住 居 手 当

　自ら居住するため住宅を借
り受け、月額16,000円を超え
る家賃を支払っている職員
に月額28,000円を限度に支
給

同　じ － 73,992 千円

-単 身 赴 任 手 当

　公署を異にする異動等に
伴い、住居を移転し、やむを
得ない事情により配偶者等と
別居し、単身で生活すること
を常況とする職員で、距離制
限を満たすもの等に月額
30,000円を支給（職員の住
居と配偶者等の住居との間
の交通距離が100㎞以上で
ある職員にあっては、その額
に、70,000円以内で距離に
応じた一定額を加算）

同　じ － - 千円
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円

円

円

円

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政 一般行政職

支給実績
支給職員１人当たり

職の制度 の 制 度 と 平均支給年額

325,334

夜 間 勤 務 手 当

　正規の勤務時間として、午
後10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務する職員に対
して、勤務１時間当たりの給
与額×25/100を支給

同　じ － 42,947 千円 101,290

（６年度決算）
との異同 異なる内容 （６年度決算）

休 日 勤 務 手 当

　休日（国民の祝日に関する
法律に規定する休日）及び
12月29日から1月3日までの
日（祝日法による休日を除く）
または代休日などに、正規の
勤務時間中に勤務を命ぜら
れた職員に対して、勤務１時
間当たりの給与額×135/100
を支給

同　じ － 157,787 千円

-

管 理 職 員 特 別

　管理又は監督の地位にあ
る職員が、週休日及び平日
深夜等に、臨時又は緊急の
必要その他公務の必要によ
り管理者が定める勤務に１時
間以上従事した場合に、従
事時間に応じた額を支給
・局長級 6,000～18,000円
・部長級 5,000～15,000円
・課長級 4,250～12,750円

同　じ － 26 千円 8,500

宿 日 直 手 当

　宿日直勤務または日直勤
務を命ぜられた職員に対し
て、勤務１回につき6,000円
を支給（勤務時間が５時間未
満の場合は半額を支給）

同　じ － - 千円

円
勤 務 手 当

管 理 職 手 当

　管理又は監督の地位にあ
る職員に支給
・局長級　110,000円
・部長級　100,000円
・課長級　 82,000円

同　じ － 27,473 千円 981,171

円
職 員 業 績 手 当

特 定 任 期 付
採用時に期待されていた業
績を超えて特に顕著な業績
を挙げた職員に対して給料
月額相当額を支給（年1回）

同　じ － - 千円 -
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